
苫小牧市非核平和都市条例 

 

わたしたち苫小牧市民は、安全で健やかに心ゆたかに生きられるように、平

和を愛するすべての国の人々と共に、日本国憲法の基本理念である恒久平和の

実現に努めるとともに、国是である非核三原則の趣旨を踏まえ核兵器のない平

和の実現に努力していくことを決意し、この条例を制定する。 

 

（目 的） 

第１条 この条例は、本市の平和行政に関する基本的事項を定め、市民が安全で健やかに

心ゆたかに生活できる環境を確保し、もって市民生活の向上に資することを目的とする。 

 

（恒久平和の意義等の普及） 

第２条 市は、日本国憲法に規定する恒久平和の意義及び国是である非核三原則の趣旨に

ついて、広く市民に普及するように努めるものとする。 

 

（平和に関する交流の推進） 

第３条 市は、他の都市との平和に関する交流を推進するように努めるものとする。 

 

（その他平和に関する事業の推進） 

第４条 市は、前２条に定めるもののほか、平和の推進に資すると認める事業を行うよう

に努めるものとする。 

 

（平和の維持に係る協議等） 

第５条 市長は、本市において、国是である非核三原則の趣旨が損なわれるおそれがある

と認める事由が生じた場合は、関係機関に対し協議を求めるとともに、必要と認めると

きは、適切な措置を講じるよう要請するものとする。 

 

（核兵器の実験等に対する反対の表明） 

第６条 市長は、核兵器の実験等が行われた場合は、関係機関に対し、当該実験等に対す

る反対の旨の意見を表明するものとする。 

 

（委 任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

（平成１４年４月１日公布） 


